
事後審査型条件付一般競争入札の導入について   一般競争入札の執行について、入札事務手続き期間の短縮や入札契約事務の効率化を目的に、事後審査型一般競争入札を導入します。  概要  「事後審査型」とは、開札前の入札参加資格の審査は行わず、開札後に落札決定を保留し、最低価格応札者（落札候補者）の入札参加資格審査を行った後、落札者を決定する入札参加資格審査方式です。  ただし、最低価格応札者（落札候補者）が入札参加資格審査において不備の場合は、次点の落札候補者の入札参加資格審査を行うこととなります。  また、入札書の提出の際には、誓約書の添付も必要となります。  対象案件  事後審査型一般競争入札の対象案件は、次のとおりです。 （１）建設工事  予定価格が２００万円を超え、建設工事発注方式における発注方式が「条件付一般競争入札」のもの （２）委託業務  予定価格が１００万円を超えるもの  適用開始日  令和８年４月１日以降に発注する対象案件から適用   関連要領  愛荘町事後審査型条件付一般競争入札実施要領（次ページ参照）             



令和８年４月１日 告示第 24 号 愛荘町事後審査型条件付一般競争入札実施要領 （趣旨） 第１条 愛荘町発注の建設工事、建設コンサルタント業務委託等（以下「建設工事等」という。）に係る事後審査型条件付一般競争入札（以下「事後審査型入札」という。）の実施については、愛荘町財務規則（平成１８年愛荘町規則第３６号）、愛荘町建設工事執行規則（平成１８年愛荘町規則第８２号）、愛荘町建設工事等入札執行要領（平成１９年愛荘町告示第８３号）および愛荘町建設工事等電子入札実施要領（平成２６年愛荘町告示第１１３号。以下「電子入札要領」という。）に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。  （定義） 第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 （１） 事後審査型入札 開札後に落札候補者に係る入札参加資格の有無および確認に必要な書類の審査（以下「入札参加資格の審査」という。）を行い、その者が適格である場合に落札者として決定する方法をいう。 （２） 落札候補者 最低制限価格以上の価格であって、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者をいう。ただし、最低制限価格の設定がない場合は、予定価格の範囲内の価格で、最低の価格をもって入札した者をいう。  （対象） 第３条 事後審査型条件付一般競争入札の対象とする建設工事等は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、町⻑が特に必要があると認めた場合は、事後審査型⼊札によらないことができるものとする。 （１） 建設工事 予定価格（税込）が２００万円を超えるもの （２） 業務委託 予定価格（税込）が１００万円を超えるもの  （入札の方法） 第４条 事後審査型入札は、電子入札要領に規定する愛荘町電子入札システム（以下「電子⼊札システム」という。）を利⽤して⾏うものとする。ただし、町⻑が特に認めた場合は、この限りでない。  （入札の公告） 第５条 町⻑は、第３条の規定により事後審査型⼊札に付そうとするときは、愛荘町入札情報公開システム（以下「情報公開システム」という。）により公告するものとする。 



（入札参加資格） 第６条 事後審査型入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を満たす者でなければならない。 （１） 愛荘町建設工事等入札参加有資格者名簿に登載されていること。 （２） 主たる営業所またはその他の営業所の所在地で地域要件を満たしていること。 （３） 対象とする建設工事等と同種の実績を定める場合はその要件を満たしていること。 （４） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項のほか、客観的に明らかに経営不振に陥ったと認められる次の要件に該当する者でないこと。   ア 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがなされている者   イ ⺠事再⽣法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再⽣⼿続開始の申⽴てがなされている者   ウ 破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされている者   エ 会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく特別清算開始の申立てがなされている者   オ 銀行取引停止処分がなされている者 （５） 愛荘町暴力団排除条例（平成２３年愛荘町条例第１１号）に規定する暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 （６） 公告の日から落札決定の日までの期間に愛荘町建設工事等入札参加停止基準（平成２０年愛荘町告示第７２号）に基づく入札参加停止を受けていないこと。 （７） 対象建設工事に係る設計業務等の受託者または当該受託者と資本もしくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 （８） 前各号に掲げるもののほか、建設⼯事等の特性に応じ町⻑が必要と認める事項を満たしていること。 ２ 前項の資格条件は、町⻑が特に必要があると認めた場合は、愛荘町建設工事契約審査会に審査させ決定する。  （特記仕様書等の閲覧および交付） 第７条 事後審査型入札に参加しようとする者は、公告等により指定された期間中に情報公開システムにおいて当該入札に係る特記仕様書、設計数量書、図面等を閲覧し、および取得するものとする。ただし、これによらない場合には、町⻑が指定する場所において当該特記仕様書、設計数量書、図面等を閲覧し、または有料にて受け取ることができる。   



（公告および特記仕様書等に対する質問） 第８条 公告、特記仕様書、設計数量書、図面等に対する質問書の提出があった場合においては、その質問に対する回答書を閲覧に供するものとする。 ２ 質問書の提出期間は、原則として、公告日から入札書受付開始日の８日前までとする。ただし、公告で特に指定した場合は、この限りでない。 ３ 前項の規定による日の設定に当たっては、愛荘町の休日を定める条例（平成１８年愛荘町条例第２号）第１条第１項に規定する町の休日を除くものとする。 ４ 質問書の提出は、電子メールにより行うものとする。ただし、町⻑が認めた場合は、ファクシミリにより行うことができる。 ５ 質問に対する回答書の閲覧は、原則として、質問書の提出期限日の翌日から３日目に開始するものとする。 ６ 質問に対する回答書の閲覧は、情報公開システムにより⾏うものとする。ただし、町⻑が特に必要と認めた場合は、この限りでない。 ７ 質問書の提出場所および回答書の閲覧場所は、公告において明らかにするものとする。  （入札書の提出） 第９条 入札書は、公告に定める期間内に電子入札システムにより提出するものとする。ただし、第４条ただし書の場合においては、この限りでない。 ２ 前項の規定にかかわらず、電子入札要領第１４条第２項のいずれかに該当するため電⼦⼊札システムが利⽤できなくなった者は、町⻑が紙⼊札への変更を認めた場合に限り、紙入札を行うことができるものとする。  （入札の無効） 第１０条 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。 （１） 愛荘町財務規則第１３２条の規定に該当する入札 （２） 提出資料等を提出しないまたは虚偽の記載をした者のした入札 （３） 愛荘町建設工事等入札執行要領に違反した入札  （開札） 第１１条 開札の執行は、有効な入札書を対象とする。なお、入札参加資格の審査および落札決定に時間を要する場合は、電子入札システムにより一旦落札決定を保留するものとする。  （入札参加資格確認申請書の提出および審査） 第１２条 町⻑は、⼊札参加資格の審査を⾏うため、落札候補者に⼊札参加資格を確認するための確認資料（以下「資料」という。）の提出を求めるものとする。 



２ 前項に規定する落札候補者が同価により２者以上ある場合は、当該落札候補者全員に資料の提出を求め、審査を行うものとする。 ３ 資料の提出は、電子入札システムにより行うものとし、持参または郵送によるものは受け付けないものとする。ただし、町⻑が持参またはファクシミリにより提出を指定した場合は、この限りでない。 ４ 前項の規定にかかわらず、紙により資料を提出することの承認を町⻑から受けている者は、資料を持参により提出することができるものとする。 ５ 落札候補者が期限内に資料を提出しない場合は、当該落札候補者を失格とする。 ６ 落札候補者が入札参加資格を満たしていないときは不適格（無効）とし、次順位者の入札参加資格の審査を行うものとする。 ７ 落札候補者が入札参加資格を満たしているときは、当該者に対し、資格確認通知書を発行し、落札者として落札決定を行うものとする。 ８ 入札参加資格を満たしていないため不適格となった者については、資格確認通知書を発行し、入札結果においてその旨および不適格となった理由を明記するものとする。 ９ 第２項に規定する審査の結果、落札候補者が２者以上ある場合には、電子入札要領第 21条の規定に基づき、くじ引きにより落札者を決定する。  （異義申立て） 第１３条 入札参加者は、落札決定後において、この要領、図面、仕様書、契約書等について不明を理由として異義申立てをすることはできない。  （入札参加資格を認められなかった者に対する説明） 第１４条 入札参加者資格を認められなかった落札候補者は、落札決定の日の翌日から換算して、３⽇以内に、町⻑に対し書⾯を持参することによって説明を求めることができる。 ２ 町⻑は、前項の規定により説明を求められた場合は、説明を求めた者に対し、その理由を書面により回答するものとする。  （その他） 第１５条 この告⽰の施⾏に関し必要な事項は、町⻑が別に定める。  


